
等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 1,142

主事(再任用) 1

主事(任期付) 117

臨時主事 103

技師 270

技師(任期付) 16

臨時技師 28

司書 10

臨時司書 10

計 1,697

主事 749

主事(再任用) 98

技師 195

技師(再任用) 2

臨時技師 17

司書 5

司書(再任用) 5

計 1,071

主任主事 773

主任技師 236

主任技師(再任用) 1

主任司書 7

計 1,017

主査 1,660

主査(再任用) 213

主査(任期付) 87

副保安長 2

指導主事 49

社会教育主事 1

計 2,012

副主幹 831

副主幹(再任用) 21

副主幹（任期付） 3

副技幹 396

副技幹(再任用) 2

副技幹(任期付) 1

保安長 1

副保安長 1

副保安長（再任用） 1

課長補佐 12

指導主事 25

社会教育主事 2

師範 15

係長 91

副室長(警察本部の課の附置機関) 1

計 1,403

グループリーダー 386

グループリーダー（再任用） 3

課長代理 14

主幹 83

主幹(再任用) 6

技幹 33

出先機関の課長 221

出先機関の課長(再任用) 48

出先機関の次長 5

出先機関の次長(再任用) 1

出先機関の支所の次長 2

出先機関の支所の次長(再任用) 2

科長 3

出先機関の出張所長 2

課長補佐 60

課長補佐(再任用) 2

指導主事 37

社会教育主事 7

副隊長(警察本部の課の附置機関) 1

副室長(警察本部の課の附置機関) 4

副首席師範 8

担当補佐官 1

課長(警察署、警察学校) 43

課付・署付 2

計 974

974

４級 主査の職務 2,012 22.4%

５級 副主幹又は副技幹の職務 1,403

６級

１　グループリーダーの職務
２　職務の複雑、困難及び責任の
度が相当高い出先機関の課長の職
務

974 10.8%

内訳 職制上の段階

10.8%

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級

15.6%

副
主
幹
級

22.4%
主
査
級

【給料表の種類】行政職給料表(1)

３級 主任主事又は主任技師の職務 1,017 11.3%

２級
高度の知識経験を必要とする主事
又は技師の職務

1,071 11.9%

職務
の級

基準となるべき職務
合計

１級 主事又は技師の職務 1,697

15.6% 1,403

2,012

2,768

18.9%

11.3%

主
任
主
事
級

主
事
級

30.8%

1,017



(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
内訳 職制上の段階

【給料表の種類】行政職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計

課長、室長 101

課長（再任用） 1

室長(警察本部の課の附置機関) 2

企画調整担当課長、管理担当課長、担当課長 98

副課長、副室長 97

課長代理、室長代理、専任主幹 62

課長代理、室長代理、専任主幹（再任用） 1

県税事務所長 8

児童相談所長 5

その他の出先機関の所長、園長、校長 22

所長(警察本部の課の附置機関) 1

管理官 3

首席師範 2

事務局長代理(海区漁業調整委員会) 1

県税事務所副所長、自動車税管理事務所副所長 12
県税事務所副所長、自動車税管理事務所副所長(再任用) 1

児童相談所副所長 3

保健福祉事務所副所長 4

土木事務所副所長 5

その他の出先機関の副所長、副館長、副園長、副校長 47

その他の出先機関の副所長（再任用） 1

副室長(警察本部の課の附置機関) 1

出先機関の部長 50

県税事務所支所長 1

保健福祉事務所支所長 2

土木事務所支所長 3

その他の出先機関の支所長 4

その他の出先機関の支所長（再任用） 2

保健福祉事務所の支所の副所長 4

土木事務所の支所の副所長 3

出先機関の担当部長 5

出先機関の課長 76

総括事務長、事務長 13

部長(警察学校) 1

担当次長(警察署) 13

計 655

部長 22

室長 7

事業推進担当部長、担当部長 14

総務課長 1

参事 14

県税事務所長、自動車税管理事務所長 5

児童相談所長 1

土木事務所長 3

その他の出先機関の所長、館長、園長、校長 17

その他の出先機関の所長（再任用） 1

地域県政総合センター副所長 5

その他の出先機関の副所長 1

計 91

局長 10

知事政策秘書官 1

担当局長 5

副局長 12

室長 2

参事監 7

参事監(再任用) 3

技監 1

事務局長 3

副事務局長 2

会計管理者 1

土木事務所長 1

地域県政総合センター所長 4

教育参事監 1

その他の出先機関の所長、館長 2

その他の出先機関の所長（再任用） 2

計 57

理事 3

0

計 3

8,980 100 8980 8,980

７級

９級 57 0.6%

91

１　本庁の部長の職務
２　職務の複雑、困難及び責任の
度が高い出先機関の長の職務
３　職務の複雑、困難及び責任の
度が特に高い出先機関の副所長の
職務

８級 1.0%

合　　計

10級

１　理事の職務
２　職務の複雑、困難及び責任の
度が極めて高い出先機関の長の職
務

3 0.0%
理
事
級

3 0.0%

57

１　本庁の課長又は副課長の職務
２　出先機関の長又は副所長の職
務
３　職務の複雑、困難及び責任の
度が高い出先機関の課長の職務

655 7.3% 655

１　局長又は副局長の職務
２　会計管理者の職務
３　本庁の事務局長又は副事務局
長の職務
４　職務の複雑、困難及び責任の
度が特に高い出先機関の長の職務

91 1.0%

7.3%
課
長
級

0.6%

局
長
・
参
事
監
級

部
長
・
参
事
級



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
保安員 0

計 0

保安員 1

船舶乗務員 3

臨時生活指導補助員 16

計 20

保安員 1

船舶乗務員 1

計 2

技師 1

技師(再任用) 2

船舶乗務員 9

計 12

主事 30

主事(再任用) 1

技師 79

計 110

144 100 144 144

１級 技能職員の職務 0

相当高度の技能又は経験を必要とする
技能職員の職務

３級 2

２級
相当の技能又は経験を必要とする技能
職員の職務

20

合　　計

５級
特に高度の技能又は経験を必要とする
技能職員の職務

110

４級
高度の技能又は経験を必要とする技能
職員の職務

12

職制上の段階

【給料表の種類】行政職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

技
能
職
員

144 100.0%

8.3%

0.0%

76.4%

1.4%

13.9%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和３年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
巡査 3,308

計 3,308

巡査長 3,020

計 3,020

巡査部長 4,583

巡査部長(再任用) 25

計 4,608

主任 290

係長 1,167

教官 52

警部補 1,717

警部補(再任用) 44

計 3,270

専門官 238

専門官(再任用) 22

中隊長 8

隊本部付 3

課長(警察署) 157

課長補佐 1

警部 6

課付 1

計 436

課長補佐(警察本部) 267

室長補佐 6

指導官(警察本部) 23

監察補佐官 10

担当補佐官 11

中隊長 20

隊本部付 10

課長(警察学校) 7

課長(警察署) 231

検視官 13
少年相談・保護センター副所長 1

隊長(課の附置機関) 1

庁舎管理室長 1

副隊長(課の附置機関) 2

副所長(課の附置機関) 3

副室長(課の附置機関) 7

通告補佐官 1

本部留置施設長 1

本部大和留置施設長 1

課付 13

署付 2

警部 2

課長補佐（再任用） 1

指導官（再任用） 1

計 635

調査官 76

課長（警察本部） 1

室長(課の附置機関) 2

検視官 1

事故対策官 1

通信司令官 3

情報官 1

警備官 2

担当管理官 1

課長代理(警察本部) 25

所長(課の附置機関) 1

副室長（課の附置機関） 3

担当次長 49

計 166

21.0%

6,328

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

5.6%
警
部

887

3,530 22.4%
警
部
補

4,608 29.3%

巡
査
部
長

巡
査

３級 巡査部長の職務 4,608 29.3%

２級 巡査長の職務 3,020 19.2%

40.2%

１級 巡査の職務 3,308

1.1%

１　専門官の職務
２　警察署の課長の職務

436 2.8%

４級 係長の職務 3,270 20.8%

５級

【給料表の種類】公安職給料表(1)

６級
１　警察本部の課長補佐の職務
２　職務の複雑、困難及び責任の度が
相当高い警察署の課長の職務

635 4.0%

７級
１　調査官の職務
２　警察本部の課長代理の職務
３　警察署の次長の職務

166



課長(警察本部) 34

監察官(警察本部) 3

管理官(警察本部) 8

署長 42

副署長 54

担当次長(警察署) 16

課長代理(警察本部) 70

室長代理(警察本部) 3

部の附置機関の長 9

副部長(市警察部) 4

副本部長(方面本部) 2

副本部長(ＣＳ対策本部) 1

担当管理官 7

秘書官 1

連絡官 1

処分審査官 2

規制官 1

通告官 1

訟務官 1

知能情報官 1

組織犯罪情報官 1

警備官 1

暴力団排除対策官 1

照会センター所長 1

副隊長（部の附置機関） 8

室長(課の附置機関) 10

所長(課の附置機関) 2

隊長（課の附置機関） 2

副室長(課の附置機関) 1

副隊長(課の附置機関) 1

副所長(課の附置機関) 1

副校長（警察学校） 1

部長（警察学校） 2

課長代理(再任用) 1

計 294

15,737 100 15,737合　　計

384 2.4%
警
視

８級
１　警察本部の課長の職務
２　警察署の署長又は副署長の職務

294 1.9%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 0

0

計 0

技師 1

計 1

技師 5

計 5

主任技師 7

船長 1

計 8

船長 1

機関長 1

計 2

船長 1

計 1

17 100 17 17合　　計

６級

１　高度の知識経験を必要とする大型
船舶の船長又は機関長の職務
２　特に高度の知識経験を必要とする
中型船舶の船長又は機関長の職務

1 5.9% 1 5.9%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

主
査
級
～

副

主
幹
級

５級

１　相当高度の知識経験を必要とする
大型船舶の船長又は機関長の職務
２　高度の知識経験を必要とする中型
船舶の船長又は機関長の職務
３　主査の職務

2 11.8% 2 11.8%

47.1%

主
任
主
事
級

～

主
査
級

３級
１　大型船舶の１等航海士、１等機関
士又は通信長の職務
２　中型船舶の船長又は機関長の職務

5 29.4%

４級

１　大型船舶の船長又は機関長の職務
２　相当高度の知識経験を必要とする
中型船舶の船長又は機関長の職務
３　主任技師の職務

8 47.1% 8

6 35.3%1 5.9%

１級

職制上の段階

【給料表の種類】海事職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
事
級

１　大型船舶の航海士、機関士又は通
信士の職務
２　中型船舶の航海士、機関士又は通
信士の職務

0 0.0%

２級

１　相当高度の知識経験を必要とする
大型船舶の航海士、機関士又は通信士
の職務
２　相当高度の知識経験を必要とする
中型船舶の航海士、機関士又は通信士
の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 6

臨時技師 2

計 8

技師 6

技師（再任用） 1

計 7

技師 5

計 5

計 0

技師 7

技師(再任用) 2

計 9

29 100 29 29

１級 船舶の乗組員の職務 8 27.6%

合　　計

５級

１　相当高度の技能又は経験を必要と
する大型船舶の各長の職務
２　特に高度の技能又は経験を必要と
する中型船舶の各長の職務
３　高度の技能又は経験を必要とする
小型船舶の船長又は機関長の職務

9 31.0%

5 17.2%

２級
相当高度の技能又は経験を必要とする
船舶の乗組員の職務

7 24.1%

主
事
級

29 100.0%

職制上の段階

【給料表の種類】海事職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

４級

１　大型船舶の各長の職務
２　高度の技能又は経験を必要とする
中型船舶の各長の職務
３　相当高度の技能又は経験を必要と
する小型船舶の船長又は機関長の職務

0 0.0%

３級

１　大型船舶の各次長の職務
２　相当高度の技能又は経験を必要と
する中型船舶の各長の職務
３　小型船舶の船長又は機関長の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 27

技師（任期付） 1

臨時技師 3

学芸員 4

学芸員（臨時的任用） 1

計 36

技師 25

学芸員 12

計 37

主任研究員 74

主任研究員（再任用） 7

主任学芸員 10

主任学芸員（再任用） 2

計 93

課長 4

主任研究員 36

主任学芸員 10

計 50

所長、館長 4

館長(再任用) 1

場長、地区事務所長 5

部長 8

部長（再任用） 1

課長 11

専門研究員 6

専門学芸員（科学捜査研究所） 2

科長(科学捜査研究所) 6

科長(科学捜査研究所)（再任用） 1

次長(科学捜査研究所) 1

総括研究員(科学捜査研究所) 1

計 47

所長 1

館長(再任用) 0

計 1

264 100 264 264

27.7%

合　　計

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級
～

課
長
級

６級
特に規模の大きい試験研究機関の長
の職務

1 0.4% 1 0.4%

部

長

・

参

事

級
～

局

長

級

５級

１　規模の大きい試験研究機関の長
の職務
２　特に規模の大きい試験研究機関
の部長の職務
３　特に規模の大きい試験研究機関
において困難な業務を行う課長の職
務
４　専門研究員の職務

47 17.8% 47 17.8%

主

任

主

事

級
～

副

主

幹

級

４級
１　試験研究機関の課長の職務
２　困難な業務を行う主任研究員の
職務

50 18.9% 50 18.9%

副
主
幹
級

３級 主任研究員の職務 93 35.2% 93 35.2%

主
事
級

73

職制上の段階

【給料表の種類】研究職給料表

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

２級
高度の知識経験を必要とする研究員
の職務

37 14.0%

１級 研究員の職務 36 13.6%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 6

計 6

副技幹 7

主査 2

主任医師 3

技師 2

計 14

担当課長 1

所長 6

部長 2

副所長 1

担当部長 1

課長 4

技幹 2

計 17

技監 1

医務監 1

所長 1

計 3

40 100 40 40

１　保健福祉事務所の長の職務
２　保健福祉事務所において困難な業
務を行う課長の職務

17 42.5%

合　　計

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級
～

課
長

級17 42.5%

４級
職務の複雑、困難及び責任の度が特に
高い保健福祉事務所の長の職務

3 7.5% 3 7.5%

部
長
・
参
事
級

～

理
事
級

３級

14 35.0%

主
事
級
～

副
主
幹
級

１級 医師又は歯科医師の職務 6 15.0% 6 15.0%
主
事
級

２級
相当高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う医師又は歯科医師の職務

14 35.0%

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 1

技師（任期付） 1

臨時技師 0

計 2

技師 31

技師（任期付） 2

臨時技師 4

計 37

主任技師 10

計 10

主査 18

専門家畜指導員、専門家畜病性
鑑定員、専門栄養士、専門診療
放射線技師、専門検査技師、専
門理学療法士、専門歯科衛生士

17

出張所長 1

主査(再任用) 5

計 41

課長 5

技幹 1

科長 1

計 7

所長 2

部長 1

副所長 2

計 5

102 100 102合　　計

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

６級

１　家畜保健衛生所の長の職務
２　特に高度の知識経験に基づき特に
困難な業務を行う薬剤師、獣医師、栄
養士、診療放射線技師又は歯科衛生士
の職務

5 4.9% 5 4.9%
課
長
級

５級
高度の知識経験に基づき特に困難な業
務を行う薬剤師、獣医師、栄養士、診
療放射線技師又は歯科衛生士の職務

7 6.9% 7 6.9%

主
任
主
事

級

４級
高度の知識経験に基づき困難な業務を
行う薬剤師、獣医師、栄養士、診療放
射線技師又は歯科衛生士の職務

41 40.2% 41 40.2%

主
査
級
～

副
主
幹
級

３級

１　相当困難な業務を行う薬剤師又は
獣医師の職務
２　困難な業務を行う栄養士、診療放
射線技師又は歯科衛生士の職務

10 9.8% 10 9.8%

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
事
級

２級
１　薬剤師又は獣医師の職務
２　相当困難な業務を行う栄養士、診
療放射線技師又は歯科衛生士の職務

37 36.3%

１級
栄養士、診療放射線技師又は歯科衛生
士の職務

2 2.0%

38.2%39



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
0

計 0

技師(再任用) 1

計 1

技師 7

臨時技師 2

計 9

主任看護師 17
主任看護師（再任用） 1

計 18

主任看護師 9

副技幹 1

計 10

看護科長 1

看護係長 4

看護係長（再任用） 1

計 6

0

計 0

44 100 44 44

６級

合　　計

課
長

級７級 看護業務を行う出先機関の部長の職務 0 0.0% 0 0.0%

副
主
幹
級

～

課
長
級

13.6%
１　看護科長の職務
２　高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う看護係長の職務

6 13.6% 6

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(3)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
事
級

10

１級 准看護師の職務 0 0.0%

22.7%
２級 助産師又は看護師の職務

３級
高度の知識経験を必要とする助産師又
は看護師の職務

9 20.5%

1 2.3%

４級 18 40.9%
主
任
主

事
級

５級
１　看護係長の職務
２　困難な業務を行う主任看護師の職
務

10 22.7% 10

主任看護師の職務 18 40.9%

22.7%
主
査
級



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 105

主事(任期付職員) 5

臨時主事 26

計 136

主事 214

主事(再任用) 4

主事(任期付職員)

計 218

主任主事 63

計 63

専門福祉司 133
専門福祉司(任期付職員) 1

専門福祉司(再任用) 1

主査 130

主査(任期付職員) 1

主査(再任用) 25

計 291

課長 31

課長(再任用) 1

課長補佐 11

主幹(再任用) 1

計 44

部長 4

副部長 1

課長 8

計 13

765 100 765合　　計

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

６級
１　社会福祉施設の部長の職務
２　高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う社会福祉施設の課長の職務

13 1.7% 13 1.7%
課
長
級

５級 社会福祉施設の課長の職務 44 5.8% 44 5.8%

主
任

主
事

級

４級
高度の知識経験に基づき困難な業務を
行う生活指導員の職務

291 38.0% 291 38.0%

主
査
級
～

副
主
幹

級

３級 困難な業務を行う生活指導員の職務 63 8.2% 63 8.2%

職制上の段階

【給料表の種類】福祉職給料表

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
事
級

２級
相当困難な業務を行う生活指導員の職
務

218 28.5%

１級 生活指導員の職務 136 17.8%

46.3%354



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
助教諭（臨時的任用） 2

実習助手 63

実習助手(再任用) 2

臨時実習助手 110

寄宿舎指導員 17

臨時寄宿舎指導員 5

計 199

教諭 16,096

教諭(再任用) 1,426

教諭(臨時的任用) 1,892

教諭(任期付) 201

講師 11
講師（臨時的任用） 2

養護教諭 473

養護教諭(再任用) 45

養護教諭(臨時的任用) 131

養護教諭(任期付) 21

栄養教諭 90

栄養教諭(再任用) 5

実習助手 71

実習助手(再任用) 22

計 20,486

総括教諭 2,937

総括教諭(再任用) 192

計 3,129

副校長 133

副校長（再任用） 38

教頭 696

教頭（再任用） 2

計 869

校長 599

校長(再任用) 71

計 670

25,353 100 25,353

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

80.8%

１級 実習助手の職務 199 0.8% 199 0.8%

２級

１　教諭、養護教諭又は栄養教諭の職
務
２　高度の知識経験を必要とする実習
助手の職務

20,486 80.8% 20,486

3.4%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

３級 総括教諭の職務 3,129 12.3% 3,129 12.3%

課
長
級

合　　計

【給料表の種類】教育職給料表

主
事
級
～

副
主
幹
級

５級 校長の職務 670 2.6% 670 2.6%

副
主
幹
級

～

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級

４級 副校長又は教頭の職務 869 3.4% 869



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和３年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
学校栄養技師 9

臨時学校栄養技師 21

栄養技師（任期付） 13

計 43

学校栄養技師 44

計 44

学校栄養主任技師 15

計 15

学校栄養主査 8

計 8

110 100 110

39.1%

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

１級
県立学校の技師又は市町村立学校の学
校栄養技師の職務

43 39.1% 43

13.6%

２級
困難な業務を行う県立学校の技師又は
市町村立学校の学校栄養技師の職務

44 40.0% 44 40.0%

合　　計

【給料表の種類】学校栄養職給料表

主
事
級

主
任
主
事
級

４級
県立学校の主査又は市町村立学校の学
校栄養主査の職務

8 7.3% 8 7.3%

主
査
級
～

副
主
幹
級

３級
県立学校の主任技師又は市町村立学校
の学校栄養主任技師の職務

15 13.6% 15



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 94

主事（任期付） 1

主事（再任用） 0

臨時主事 67

事務主事 100

事務主事（任期付） 15

臨時事務主事 116

学校司書 13

臨時学校司書 51

計 457

主事 28

主事(再任用) 19

事務主事 111

学校司書 4

計 162

主任主事 26

主任事務主事 95

計 121

主査 83

事務主査 65

主査（再任用） 85

計 233

副主幹 108

総括事務主査 41

総括事務主査(再任用) 5

計 154

事務長 71

事務長(再任用) 84

主幹 1

事務主幹 21

計 177

1,304 100 1,304 1,304

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

主
事
級

２級
高度の知識経験を必要とする県立学校
の主事又は市町村立学校の事務主事の
職務

162 12.4%

１級
県立学校の主事又は市町村立学校の事
務主事の職務

457 35.0%

619 47.5%

11.8%

9.3%
主
任
主

事
級

４級
県立学校の主査又は市町村立学校の事
務主査の職務

233 17.9% 233 17.9%
主
査
級

３級
県立学校の主任主事又は市町村立学校
の主任事務主事の職務

121 9.3% 121

合　　計

【給料表の種類】学校行政職給料表

副
主
幹
級

６級
県立学校の事務長又は市町村立学校の
事務主幹の職務

177 13.6% 177 13.6%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

５級
県立学校の副主幹又は市町村立学校の
総括事務主査の職務

154 11.8% 154



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和４年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階

計 0

計 0

主幹 2

計 2

所長 0

担当課長 1

部長 1

計 2

校長 1

担当部長 1

計 2

参事監 1

計 1

計 0

7 100 7 7合　　計

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優
れた識見を有する者がその知識経験等
を活用して特に困難な業務で重要なも
のに従事する特定任期付職員の職務

1 14.3% 1

部
長
・
参

事
級

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優
れた識見を有する者がその知識経験等
を活用して特に困難な業務で特に重要
なものに従事する特定任期付職員の職
務

0 0.0% 0 0.0%
理
事
級

14.3%

局
長
・
参
事

監
級

5

特に高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して特に困難
な業務で重要なものに従事する特定任
期付職員の職務

2 28.6% 2 28.6%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

4

特に高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して特に困難
な業務に従事する特定任期付職員の職
務

2 28.6% 2 28.6%
課
長
級

3
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して特に困難な業
務に従事する特定任期付職員の職務

2 28.6% 2 28.6%

2
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して困難な業務に
従事する特定任期付職員の職務

0 0.0%

副
主
幹
級

0.0%

1
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して業務に従事す
る特定任期付職員の職務

0 0.0%

0

職制上の段階

【給料表の種類】特定任期付職員

号給 基準となるべき職務
合計 内訳


